
 

 

 

  令和 7年（2025年）3月 24日 

熊本市×肥後銀行×熊本県 

    サーキュラーエコノミー推進に関する連携協定の締結式を行います  

 

１ 日時：令和 7年(2025年)3月 31日（月）午前 11時 30分から 

 

２ 会場：肥後銀行本店 ２階大会議室 

 

３ 出席者：㈱肥後銀行 代表取締役頭取 笠原 慶久（かさはら よしひさ） 

熊本県知事 木村 敬（きむら たかし） 

熊本市長 大西 一史（おおにし かずふみ） 

 

４ 協定名称 「サーキュラーエコノミー推進のためのプラットフォーム活用に向けた 

       熊本県・熊本市・肥後銀行との連携協定」 

 

 ５ 協定内容 別添１のとおり 

 

 ６ 次  第 別添２のとおり 

   

７ 取材に当たっての注意点 

（１）会場で取材される場合は、セキュリティ上、事前に登録が必要ですので、下記の 

  お問い合わせ先までご連絡ください。 

（２）報道関係の皆さまからのご質問については、協定締結式終了後、市と県及び肥後 

銀行の担当職員が、引き続き会場にてお受けします。 

熊本市は熊本県と協働で、肥後銀行の地域ロス解消プラットフォーム「かせする」を

活用した、食品ロス削減をはじめとするサーキュラーエコノミー（※）の推進に取り組

みます。 

つきましては、以下とおり連携協定の締結式を行いますので、お知らせします。 

 

（※循環経済：従来の３Rに加え、資源の投入量・消費量を抑えつつ、ストックを 

有効活用しながら付加価値を生み出す経済活動のこと。） 

Kumamoto City  

News Release 

【お問い合わせ先】 

環境局 資源循環部 事業ごみ対策課 

電話：３２８－２３６２ 

課長：菅本 康博（すがもと やすひろ） 

担当：主幹・永田 高寿美（ながた たかすみ） 



１） 熊本県・熊本市
① 肥後銀行が提供する地域ロス解消プラットフォーム「かせする」を活用
した食品ロス削減をはじめとするサーキュラーエコノミーの推進

② 事業者及び県民、市民に向けた「かせする」に関する広報及び普及啓発

２） 肥後銀行
① 「かせする」による、サーキュラーエコノミーの推進
② 熊本県、熊本市の食品ロス削減の取組に関する広報

１ 協定の内容

別添１

・ 三者の食品ロス削減の取組の広報力の強化
・ 「かせする」の利用促進による食品ロスの削減
・ 市と県の協力店の利用促進と協力店数の拡大

（熊本市：食品ロスゼロ協力店 飲食店等９６店、食品小売店150店
熊本県：九州食べきり協力店 １７9店）

・ 食品ロス削減の他、サーキュラーエコノミー推進のため取組の連携

２ 協定締結により期待できる効果

協力店の申込情報共有による同時登録

市の協力店制度周知
市の食ロス削減取組広報
「かせする」実績提供

県の協力店制度周知
県の食ロス削減取組広報
「かせする」実績提供

サーキュラー
エコノミーの推進

肥後銀行

地域のロスの解消
「かせする」の利用

促進

熊本市

食品ロスの削減
協力店の拡大
市民への啓発

熊本県

食品ロスの削減
協力店の拡大
県民への啓発

協力店への「かせする」周知
事業者、市民等への 「かせする」
の情報発信

協力店への「かせする」周知
事業者、県民等への 「かせする」
の情報発信

済



別添１

肥後銀行が運営する地域ロスの解消を目的とした取引プラットフォーム。専用
のLINEアカウントを友だち登録することで利用が可能となる。

地域ロスとは：企業が抱える食品ロス、在庫ロス（活用・利用できるにもかかわらず廃棄
される商材）、設備ロス（会議室などの不稼働設備、美容室などの急なキャン

                  セルのあった設備）など。

● 事業実績
ユーザー（消費者）数（LINE友だち登録者数）：約10,000人
導入店舗（事業者）数：８５店舗

        公式インスタグラム：約4,000フォロワー

現在はパン屋・ケーキ屋から出る在庫ロス（食品ロス）をメインに取り扱ってい
るが、食品メーカから発生する在庫ロス（食品ロス）を飲食店業者に販売する
（BtoB）事業も準備中。将来的にはトレーニングジムや会議室等の設備ロスなど
についても事業展開する予定。

3 「かせする」 とは

４ 「協力店」とは

１） 食品ロスゼロ協力店（熊本市）
熊本市内で、食品ロス削減に取り組む店舗を登録する制度。

登録した店舗には、ステッカーや啓発グッズの配布、市ホーム
ページ等での店舗の周知を実施。

飲食店等 ９６ 店
食品小売店 150 店

２） 九州食べきり協力店（熊本県）
熊本県内で、食品ロス削減に取り組む店舗を登録し啓発する制度。登録し

   た店舗には、啓発グッズの配布や県ホームページ等での店舗の周知を実施。

協力店 １７9 店

食品ロス
発生

「かせする」
に掲載

消費者に
LINEで通知

「かせする」内で
キャッシュレス決済

（決済額の20％が手数料）
事業者負担

店舗で
受取

消費者にて実施事業者にて実施

協力店ステッカー



 別添２ 

サーキュラーエコノミー  推進のためのプラットフォーム活用に向けた  

熊本県・熊本市・肥後銀行との連携協定締結式  次第  

 

１  開  式  

 

２  出席者紹介  

株式会社肥後銀行  

代表取締役頭取   笠原  慶久（かさはら  よしひさ）  

熊本県  

熊本県知事   木村  敬（きむら  たかし）  

 熊本市  

熊本市長    大西  一史（おおにし  かずふみ）  

 

３  協定趣旨・連携内容説明  

 

４  協定書署名  

 

５  写真撮影  

 並び順：木村知事・笠原頭取・大西市長  

 

６  出席者挨拶  

 ①笠原頭取  

 ②木村知事  

 ③大西市長  

 

７  閉  式  


